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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１対の磁石群であって、
　前記磁石群の各々は、少なくとも３つのセグメントを含み、
　　前記セグメントの各々は、前記セグメントの最長寸法にほぼ垂直な向きに磁化され、
　　前記磁石群の少なくとも１つは、各後続のセグメントの前記磁化の向きが前のセグメ
ントに対して約９０度回転された状態で前記セグメントが隣接して配列されるように構成
される磁石群と、
　各群によって生成される磁場が少なくとも部分的に内部に存在するように磁石群の各対
によって定められ、通過する磁気記憶媒体が少なくとも部分的には記憶消去されるような
サイズである間隙と
　を備え、
　前記セグメントの少なくとも１つは、前記セグメント内の各永久磁石が同じ方向を向く
よう磁化されるように、少なくとも１列で構成された複数の永久磁石を含み、
　前記永久磁石の少なくとも１つは、正方形の形状の断面と、前記正方形の一辺の長さの
半分の高さとを含み、磁化の向きは前記永久磁石の前記高さの方向であることを特徴とす
る磁気記憶媒体を記憶消去する装置。
【請求項２】
　少なくとも１対の磁石群であって、
　前記磁石群の各々は、少なくとも３つのセグメントを含み、
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　　前記セグメントの各々は、前記セグメントの最長寸法にほぼ垂直な向きに磁化され、
　　前記磁石群の少なくとも１つは、各後続のセグメントの前記磁化の向きが前のセグメ
ントに対して約９０度回転された状態で前記セグメントが隣接して配列されるように構成
される磁石群と、
　各群によって生成される磁場が少なくとも部分的に内部に存在するように磁石群の各対
によって定められ、通過する磁気記憶媒体が少なくとも部分的には記憶消去されるような
サイズである間隙と
　を備え、
　前記連続するセグメントの各々は、前記磁気記憶媒体の媒体移動の方向についての第１
の幅と第２の幅とを交互に繰り返し、
　前記セグメントの少なくとも１つに関する前記磁化の向きは、前記間隙にほぼ垂直また
はほぼ平行であり、
　前記磁石群の各対は、同数のセグメントを含み、
　前記磁石群の各対は、前記磁石群の各々からのセグメントが前記間隙を挟んで整列し、
前記セグメントの各々が、前記間隙を直接挟む前記セグメントの前記磁化の向きを鏡映す
るように配列され、
　前記セグメントの少なくとも１つは、前記セグメント内の各永久磁石が同じ方向を向く
よう磁化されるように、少なくとも１列で構成された複数の永久磁石を含み、
　前記永久磁石の少なくとも１つは、正方形の形状の断面と、前記正方形の一辺の長さの
半分の高さとを含み、磁化の向きは前記永久磁石の前記高さの方向であることを特徴とす
る磁気記憶媒体を記憶消去する装置。
【請求項３】
　前記永久磁石の少なくとも１つは、ネオジム鉄ホウ素ブロックであることを特徴とする
請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記セグメントの少なくとも１つに関する前記磁化の向きは、前記間隙にほぼ垂直また
はほぼ平行であることを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項５】
　前記磁石群の各対は、同数のセグメントを含むことを特徴とする請求項１または２に記
載の装置。
【請求項６】
　前記磁石群の各対は、前記磁石群の各々からのセグメントが前記間隙を挟んで整列し、
前記セグメントの各々が、前記間隙を直接挟む前記セグメントの前記磁化の向きを鏡映す
るように配列されていることを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記磁石群の各対は、前記磁石群の各々からのセグメントが前記間隙を挟んで整列し、
前記間隙にほぼ垂直な向きに磁化された前記セグメントの各々が、前記間隙を挟む前記セ
グメントとほぼ同じ方向を向くように配列されていることを特徴とする請求項５に記載の
装置。
【請求項８】
　前記磁石群の少なくとも１対は、前記磁石群の各々からのセグメントが前記間隙を挟ん
で整列し、前記セグメントの各々は、前記間隙を直接挟む前記セグメントの前記磁化の向
きを鏡映するように配列され、
　前記磁石群の少なくとも１つの第２の対は、前記磁石群の第２の対の磁石群の各々から
のセグメントが前記間隙を挟んで整列し、前記間隙にほぼ垂直な向きに磁化された前記セ
グメントの各々が、前記間隙を挟む前記セグメントとほぼ同じ方向を向くように配列され
、
　前記磁石群の各対に関する前記間隙は、磁気媒体記憶装置がある間隙から別の間隙へ直
接渡ることができるように整列していることを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項９】
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　前記磁石群の少なくとも１対は、前記磁石群の少なくとも１つからのセグメントが、前
記間隙を挟む前記セグメントに対してオフセットされるように配列されることを特徴とす
る請求項１または２に記載の装置。
【請求項１０】
　前記磁石群の少なくとも１つは、前記セグメントにわたるハルバッハ配列（Ｈａｌｂａ
ｃｈ ａｒｒａｙ）を含むことを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項１１】
　さらに、前記磁石群間の前記間隙の幅を調節することができるように前記磁石群を固定
する調節可能フレーム構造を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項１２】
　さらに、前記磁石群の横方向位置を調節することができるように前記磁石群を固定する
横方向調節可能フレーム構造を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項１３】
　さらに、磁気記憶媒体が少なくとも部分的には記憶消去されるように、前記間隙ととも
に磁気記憶媒体が通過することができる、前記磁石群を構成中に固定するフレーム構造を
備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記フレーム構造は、調節可能であることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記連続するセグメントの各々は、前記磁気記憶媒体の媒体移動の方向についての第１
の幅と第２の幅とを交互に繰り返すことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１の幅は、第２の幅のほぼ半分であることを特徴とする請求項１５に記載の装置
。
【請求項１７】
　前記セグメントの少なくとも１つは、一体型部片であることを特徴とする請求項１また
は２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に消磁装置に関し、より詳細には、磁気データ記憶デバイスの消磁を行
う永久磁石消磁装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な種類の消磁システムが本技術分野で知られている。典型的には、強度および方向
の変化する磁場が、消磁すべき要素に印加され、対象内部の磁化を変化させ、それにより
内部の任意のパターンを破壊する。消磁システムは、磁気データ記憶装置の使用の増加と
共にますます重要になっている。磁気的に記憶されたデータは、使用後に長期間にわたっ
て記憶媒体に残っている場合がある。例えば、コンピュータディスクのデータは、ディス
クのセグメントに新しいデータが書き込まれるまで古いデータが変更されないので、ユー
ザがディスクからデータを「記憶消去（ｅｒａｓｅ）」した後でさえも検索することがで
きる。別の人がそのディスクを手にした場合、その人が、そのディスクからの情報にアク
セスできる場合があるのである。
【０００３】
　磁気データ記憶媒体のバルク消磁の技術分野では、電気消磁システムが一般に使用され
る。例えば、電気巻線に関連する押出し成形された「Ｕ」形状の積層鋼コアが、磁気デー
タ記憶媒体の記憶消去に適した一構成と通常認識されている。同様に「Ｅ」形状コアを使
用することもできる。そのようなコアの対は、しばしば、同じ極が対面する状態で互いに
向かい合わせて構成されるが、片面のオフセット構成も本技術分野で知られている。その
ような構成はいくつかの状況においては適するが、磁気データ記憶媒体記憶消去に必要な
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磁場を生成するために電源を必要とするという欠点を持つ。
【０００４】
　より最近では、希土類永久磁石の発見および改良によって、永久磁石を使用したバルク
媒体記憶消去に適した強度の磁場の発生が実用化されつつある。そのような永久磁石は、
鋼要素と共に磁気回路の形で構成することができ、これにより、その電気的等価物と類似
の作用が得られる。永久磁石システムの重量要件は、電気システムとほぼ等しい。さらに
、永久磁石によって必要とされるパワー入力不要（ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ｉｎｐｕｔ）
により、電気システムと比較して製造コストが高くてもその価値があるといえる。
【０００５】
　永久磁石システムを使用する別の利点としては、大きな要素で製造を試みたり、あるい
は単一の大きな形状を永久的に磁化したりするのではなく、個別の要素を使用することが
でき、その個別要素は既製の要素とすることができることである。例えば、１インチ（２
．５４ｃｍ）方向で磁化された総計８つの２インチ（５．０８ｃｍ）×２インチ（５．０
８ｃｍ）×１インチ（２．５４ｃｍ）ネオジム鉄ホウ素（ＮｅＦｅＢ）ブロックを、４つ
のブロックのグループとして磁気的な引力によって鋼板に付け、それにより２つの２イン
チ（５．０８ｃｍ）×８インチ（２０．３２ｃｍ）の極、従来の奥行き８インチ（２０．
３２ｃｍ）の「Ｕ」形磁石を形成することができることが知られている。２つのそのよう
な「Ｕ」形状は、１インチ（２．５４ｃｍ）厚の磁気媒体の通過に適した間隙を挟んで同
じ極が反発し合うように対面する形で構成することができる。そのような磁石群は、良好
な均一性をもつ少なくとも６０００ガウスの磁場を、その磁場を通る磁気データ記憶媒体
に関する一般的な形状因子であらゆる点に印加することができる。磁気データ記憶装置記
憶消去を及ぼすように記憶媒体内部に所望の変更を加えるには、記憶媒体と磁場の向きが
異なる状態で、磁気記憶媒体を少なくとも２回磁場を通過させることが必要であることを
理解されたい。
【０００６】
　これらの知られている永久磁石システムの利点にもかかわらず、いくつかの欠点が存在
する。例えば、磁気データ記憶媒体は、高い保磁力をもつように開発されていることから
、媒体を完全に記憶消去するためにはるかに強い磁場が印加されなければならない。した
がって、周知の永久磁石バルク消磁システムによって実現される６０００ガウスの強度で
は、媒体の保磁力を考慮すると十分とはいえない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかし、システムを拡張することによって既知の永久磁石バルク消磁システムの強度を高
めようとすれば、直ちに帰線（ｒｅｔｕｒｎｓ）に影響をもたらすこととなる。従来技術
のそのような拡張には、磁化の向きに既製要素を積層すること、鋼板上に要素を並べて配
置すること、要素を積層し、かつ配置すること、または既製要素の代わりに、より大きな
特注の要素または磁石を用いることが含まれる。一般に、バルク消磁の技術分野では、最
悪の場合の磁場強度が性能向上をもたらし、磁場強度の不均一性が一定の範囲で許容する
ことができると理解されている。また、様々な従来技術の対面「Ｕ」形構成を使用してよ
り高い保磁力をもつ磁気記憶媒体の記憶消去に十分な磁場強度を提供する試みは、少なく
とも比較的多い量のＮｅＦｅＢまたは他の磁性材料と、必要な磁気回路を完成させるのに
必要な厚い鋼構成要素とを必要とすることが知られている。そのようなシステムは、間隙
にわたって、許容できない程の磁場強度不均一性をもたらす。特に、ＮｅＦｅＢ要素を使
用する従来技術の拡張による帰線の減少は、ＮｅＦｅＢ要素相互の、かつＮｅＦｅＢ要素
から鋼板内への磁束漏れによって生じ、そこには、記憶消去を行うために媒体を配置する
ことができない。
【０００８】
　さらに、任意のそのような拡張は、より大きな体積、大きな重量、およびより大きな費
用をもたらす。従来技術の永久磁石システムの組立てでは、様々な要素および部材の間に
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、磁気引力と磁気斥力の両方の領域が生じることが良く知られている。例えば、磁石は、
異なる極が対面する形で積層されたとき、鋼板に、かつ互いに引き付けられる。逆に、同
じ磁性方向を有する状態で互いに隣接して磁石を配置すると、同じ極を間隙を挟んで互い
に対面させて配置する場合と同様に、斥力が生じる。そのような力に対処するために、フ
レームワーク部材を追加しなければならない。従来デバイスでは、厚い鋼板が、磁気回路
の必要な構成要素として、かつフレームワーク部材の１つとして二重の役割を果たしてお
り、しかし他の部材は通常、非磁性材料にして、望ましくない磁気回路経路または不必要
な磁場フリンジ効果（ｆｒｉｎｇｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ）を回避しなければならない。特
に、従来デバイスは、異なる極間の引力に対処する部材を必要とし、これは極度の圧縮力
を受け、かつこの部材は磁性をもつことができない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した必要性は、特に図面に関連付けて検討して以下の詳細な説明で述べられる永久
磁石バルク消磁装置の提供によって、少なくとも部分的に満たされる。
【００１０】
　図中の要素は、簡略かつ明瞭となるように例示されており、寸法通りに描かれていると
は限らないことを当業者は理解されよう。例えば、図中の要素のいくつかの寸法および／
相対位置を、他の要素に対して誇張し、本発明の様々な実施形態の理解を深める助けをす
る場合がある。また、商業的に実現可能な実施形態で有用または必要である一般的な、し
かし良く理解されている要素は、本発明のこれらの様々な実施形態の図を不明瞭にしない
ように、しばしば示されていない。また、本明細書で使用する用語および表現は、特定の
意味が本明細書で別段に記載される場合を除き、対応するそれぞれの調査および研究分野
に関するそのような用語および表現と同じ通常の意味を有することを理解されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１を参照すると、磁気記憶媒体１２を記憶消去するための永久磁石バルク消磁装置１
０が例示されている。装置１０は、間隙１８を画定するように配置された１対の磁石群１
４および１６を含み、この間隙１８を通って、磁気記憶媒体１２が、磁石群１４および１
６の各セグメント２１～２５および２６～３０を横切って矢印２０によって示される方向
に通過する。この方向２０に移動することによって、磁気データ記憶媒体１２は、磁石群
１４および１６によって生成される磁場を通過し、それにより媒体１２上のデータの記憶
消去が促進される。磁気データ記憶媒体１２は、磁気テープ、コンピュータディスク、ハ
ードドライブなどを含めた任意の媒体とすることができることに留意されたい。
【００１２】
　セグメント２１～２５および２６～３０は、各磁石群１４および１６の内部で隣接して
配列されており、各後続のセグメントの磁化の向きが、前のセグメントに対して約９０度
回転している。より具体的には、連続するセグメントをわたる磁化の向きは、その磁化の
向きが磁石群内部で５セグメント毎にのみ繰り返されるように、同じ方向に回転する。こ
の磁化配列は、ハルバッハ配列（Ｈａｌｂａｃｈ　ａｒｒａｙ）として一般に知られてい
る。従来のハルバッハ配列の変形形態において、間隙１８にほぼ垂直な磁化の向きを有す
る磁石群１４のセグメント２２および２４が２列の永久磁石を有し、間隙１８にほぼ平行
な磁化の向きを有するセグメント２１、２３、および２５が１列の永久磁石を有する。
【００１３】
　クラウスハルバッハによる従来のハルバッハ配列は、図２に２次元で従来の形で例示さ
れているように、隣接する各正方形での磁化の向きがその隣の正方形に対して９０度回転
するように磁化された隣接する正方形３１～３５の直線状の並びを含み、回転方向は要素
から要素へ一定である。矢印が、Ｓ磁極からＮ磁極までを向く磁化の向きを表す。しかし
、この決まりは、所与の実施形態で統一して用いられる限り、性能に影響を及ぼすことな
く逆にすることもできる。ハルバッハ配列構成は、強い磁性面３６を形成する。寸法、形
状、および磁化のわずかな不完全性を無視すると、側面３８は、ほぼ自己遮蔽しており、
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非磁性である。そのような直線配列（ａｒｒａｙ）は、無限の並びとして例示することが
でき、図２に示される正方形要素構成は、典型的には、配列の磁性面３６で、配列の方向
に沿って実質的に正弦曲線の磁場強度を生じる。したがって、図１の磁石群１４および１
６は、各群の磁性面が間隙１８に面した状態で配置される。
【００１４】
　好ましくは、各セグメント２１～３０は、少なくとも１列で配置された複数の永久磁石
を含み、セグメント内の各永久磁石が、列の長さに実質的に垂直な同じ方向を向く磁化の
向きを有するようになっている。図３に例示される好ましい永久磁石要素４０は、ブロッ
クの厚さ方向の磁化の向き（図中に矢印によって示されている）を有する２インチ（５．
０８ｃｍ）正方形×１インチ（２．５４ｃｍ）厚のブロックなど簡単に入手できるＮｅＦ
ｅＢブロックである。そのような磁化は、ブロックの１つの２インチ（５．０８ｃｍ）正
方形面にＮ磁極を生成し、反対側の２インチ（５．０８ｃｍ）正方形面にＳ磁極を生成す
る。端部でのフリンジ効果を無視すると、各好ましい永久磁石が、磁化された方向で２イ
ンチ（５．０８ｃｍ）幅の磁場を発生する。追加の好ましい永久磁石を列に配置すると、
４インチ（１０．１６ｃｍ）、６インチ（１５．２４ｃｍ）、さらにそれ以上の幅広の磁
場が提供される。従来のデバイスの場合、フリンジ効果に対処するには１つの追加の隣接
磁石で十分である。
【００１５】
　３次元では、正方形の断面を有するように示されているそのような要素またはセグメン
トが、正方形プレート、立方体、またはロッドとなる場合があることを理解されたい。同
様に、他の永久磁石材料を使用することもできる。例えば、ＳｍＣｏブロックは、ＮｅＦ
ｅＢと同様のアスペクト特性（ａｓｐｅｃｔ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ）を有し
、ＮｅＦｅＢの代わりとすることができる。また、特定の要素サイズは必要ない。例えば
、磁石群１４または１６内の様々なセグメント２１～２５または２６～３０が、異なるサ
イズおよび／または形状を有することができる。別法として、各セグメントを、セグメン
トの最長寸法に実質的に垂直な向きの磁化を有する一体化永久磁石にすることもできる。
また、複雑な設備が、単一の大きなブロックを、異なる形で磁化されたいくつかのブロッ
クセグメントを有する１部片磁石群として磁化することができる。
【００１６】
　さらに、個別のブロックから本発明を組み立てることにより、表面粗さ、サイズおよび
形状の公差、およびＮｅＦｅＢ材料のめっきの一般的な実施による磁場の不完全性を、許
容することができる程度の小さなものにすることができることを理解されたい。同様に、
永久磁石要素４０またはセグメント２１～２５もしくは２６～３０の間にシムなど薄い非
磁性要素を導入することで、ある程度許容できる磁場の不完全性をもたらすこともできる
。同様に、永久磁石要素４０またはセグメント２１～２５もしくは２６～３０の間にシム
として導入される比較的薄く、軟磁性の強磁性材料は、磁場をほとんど乱さない。
【００１７】
　図４のａおよび４ｂは、磁石群が間隙１８を挟んで反発し合うように配置された２つの
実施形態の磁束ベクトルをモデル化した図である。客観的な比較のために、本明細書で開
示されるすべてのモデルが、１００００ガウスの残留磁束密度（Ｂｒ）を使用する。Ｎｅ
ＦｅＢグレードは、１３０００ガウスを超えるＢｒで利用可能であることを当業者は理解
されよう。図４のａは、正方形セグメント断面を有する図２に例示される従来のハルバッ
ハ配列を使用する実施形態に関する磁束を表す。図４のｂは、図１に例示される好ましい
実施形態の非従来的なハルバッハ配列に関する磁束をモデル化した図である。どちらの実
施形態でも、磁束は間隙１８内部に集中し、間隙１８の外側に最小限の磁束が存在する。
【００１８】
　図５ａは、図４のａの磁石群対の内部磁場から導出される空間波形を例示する。図５ａ
の波形が「表示された（ｗｉｎｄｏｗｅｄ）」正弦曲線を近似していることを見ることが
できる。図５ｂは、図４の好ましい実施形態のモデルの内部磁場から導出される空間波形
を例示する。図５ｂの波形が、図５ａの波形と比較して特徴的な三角形状の特性を有する
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ことを見ることができる。
【００１９】
　図５ｂで見られる基本波よりも上の高調波成分は、粒子ビーム加速器構成要素などいく
つかのハルバッハ適用例で有害となる場合がある。しかし、ピーク強度は、磁気媒体を記
憶消去する技術分野では最も重要であり、図５ａおよびｂで与えられる数値解析の高調波
成分は、好ましい実施形態の非従来的なハルバッハ配列では、従来のハルバッハ配列実施
形態と比較して４％強い磁場、ほぼ１００００ガウスのピーク磁場を示す。対照的に、図
７に例示されるような従来技術の磁気回路は、この強度の約半分しか発生せず、追加の永
久磁石を追加することによる図７に示される従来技術磁気回路の拡張は、本発明の実施形
態の磁場強度を実現できず、かつ同等の量のＮｅＦｅＢを使用する。例えば、図７の従来
永久磁石消磁装置の２つの寸法のいずれかでＮｅＦｅＢ材料を倍増すると、図４のａおよ
び４ｂの実施形態の約半分から、その強度の約７０％まで磁気強度が増大する。従来技術
消磁装置の両方の寸法でＮｅＦｅＢを倍増すると、非従来的なハルバッハ実施形態よりも
多くの材料を使用し、しかし磁場強度は数パーセント小さい。
【００２０】
　またはこれに代えて、５個よりも多い、または少ないセグメントのハルバッハ状配列を
利用することができる。例えば、磁性面が反発し合うように対面している３セグメント（
図６に例示される）または５セグメント（図１に例示される）群の鏡映対は、従来技術の
永久磁石対面「Ｕ」形構成（図７に例示される）と類似した磁場を生成し、しかし各実施
形態では、磁場の均一性の度合いがそれぞれ改善されている。図６の３セグメント構成に
より、図７の従来の永久磁石構成の磁場強度がほぼ倍増することをシミュレーションが示
している。７セグメント構成は、従来の構成の強度を倍増するだけでなく、媒体経路２０
に沿って、等しい強度であり反対向きの２つの磁場を生成する。
【００２１】
　図６に例示されるそのような代替の実施形態において、通常は完全なハルバッハ配列と
して認識されないが、磁気データ記憶媒体を記憶消去するのに依然として効果的である構
成で、３つのセグメント６４、６５、および６６を磁石群６２内部に配置することができ
る。図６の磁石群６０および６２はそれぞれ、磁気データ記憶媒体１２が通過する間隙１
８に向かって面する磁性面を有する。磁石群６２のセグメント６４～６６は、磁石群６０
のセグメント６７～６９から間隙１８を挟んで整列され、セグメント６４～６６の磁化の
向きがセグメント６７～６９の磁化の向きを鏡映するようになっており、これを反発し合
う配置と呼ぶ。
【００２２】
　図６の代替の実施形態は、好ましい永久磁石を使用して構成された場合、図１の実施形
態と比較して材料費および重量を２８％削減する。また、図６の代替の実施形態は、単位
間隙幅当たりの磁場強度がより小さく、間隙にわたる均一性がわずかに劣るが、そのよう
な実施形態は、例えば、より狭い間隙１８と共に使用することができ、将来の、さらに縮
小された型の磁気記憶媒体で、より高い磁場を実現する。
【００２３】
　様々な実施形態の磁場強度および均一性の利点に加えて、従来の永久磁石デバイスと比
較すると、鋼要素およびフレーム材料の必要性がはるかに少ない。従来の永久磁石デバイ
スと対照的に、任意の支持部材または磁気回路要素に鋼は必要ない。また、様々な実施形
態の小さな磁束漏れのそのような遮蔽は、航空機または他の移動体の適用例におけるコン
パス干渉（ｃｏｍｐａｓｓ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）に対するものなどいくつかの適
用例にのみ必要とされる。典型的には、磁石要素寸法および磁化の不完全性によって生じ
るわずかな磁束漏れに対して遮蔽するには薄い鋼でも十分である。遮蔽が因子ではない適
用例では、別法として、より良い強度対重量特性を有する非磁性材料をフレーム構成のた
めに使用することができる。さらに、通常、様々な実施形態の磁石群間の斥力または引力
は、従来の消磁装置と比較して低減される。したがって、必要とされるフレーム支持体が
より低費用となる。
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【００２４】
　代替の実施形態において、消磁装置１０の全体サイズを操作することができる。例えば
、大量の超小型ハードディスクドライブの記憶消去に伴うデータ処理操作は、本発明の極
小化された形態から利益を得ることができる。一例として、現在、各入院患者にパーソナ
ルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）を配布することが実現可能である。また、各ＰＤＡは
、安価な５ｍｍ厚の着脱可能な４Ｇバイトディスクドライブを接続する装置を備える場合
がある。ＰＤＡは、簡便に、病院内のどこへでも（ＭＲＩ撮像装置のような場所を除く）
患者に随伴して、ドライブ上のすべての診断および治療情報を捕捉することができる。し
かし、法律により医療記録を保護しなければならない。したがって、本発明の物理的によ
り小さな実施形態を使用することによって、そのような小さなドライブを、使用後に消磁
装置１０を通過させることによって記憶消去することができる。好適な永久磁石以外でも
既製品として入手可能な多様なＮｅＦｅＢブロックを使用して、本発明の構成に関し多く
の可能性を提起することができる。
【００２５】
　また、セグメント間で９０度未満の磁化角度を有するハルバッハ配列が知られている。
そのような小さな角度の磁化を有する複数の薄板磁石セグメントの使用は、いくつかの適
用例で若干のさらなる最適化が可能となる。そのような手法は、セグメント間の追加の接
触面でのいくらかの損失と引き換えに、磁場プロフィル（ｐｒｏｆｉｌｅ）の高調波成分
を改良する。
【００２６】
　さらに別の実施形態において、図８に例示される鏡映永久磁石群８０および８２の対は
、様々な角度で互いにオフセットすることができ、間隙１８をわたる方向で磁場成分を生
成する。オフセットを変えることによって、間隙１８内部で多様な磁場方向が生成される
。本発明のオフセットの実施形態は、ハードディスクドライブでの垂直記録など様々な指
向性の消去特性に対処することができる。
【００２７】
　さらなる別の実施形態において、磁場強度と媒体厚さ限度との兼ね合いを図るために間
隙調節機能を導入することができる。間隙幅を調節する目的で、かつ群をオフセットする
目的で磁石の群を操作するためのフレーム構造が知られており、そのようなフレーム構造
９０の一例が図９および１０に示されている。下側プレート９２が、下側磁石群１６を支
持する。上側プレート９４が、上側磁石群１４を支持する。ピラー９６が、任意の従来方
法によって下側プレート９２に堅く取り付けられる。ピラー９６は、上側磁石群１４と下
側磁石群１６の間の太い直径の中間セクション９８と、上側プレート９４によって画定さ
れたアパーチャ（図示せず）を通してすべりばめされたより小さな直径の上部１００と、
より小さな直径の上部１００に固定して取り付けられた太い直径の頂部１０２とを含む。
ピラー９６の太い直径の中間セクション９８および頂部１０２が、間隙１８の調節性の限
界を画定する。ロッド１０４が、下側プレート９２内部で回転でき、かつプレート９２を
引っ張ることができるように、知られている様式で下側プレート９２に取り付けられる。
ロッド１０４の少なくとも上部１０６が、調節性の範囲にわたってねじ山を有し、これが
、上側プレート９４によって画定されるねじ穴（図示せず）と噛み合う。
【００２８】
　クランク１０８と下側小歯車１１０が、互いに堅く取り付けられ、かつ上側プレート９
４に取り付けられ回転可能である。下側平歯車１１２と縦長の上側小歯車１１４も、互い
に堅く取り付けられ、かつ上側プレート９４に取り付けられ回転可能である。上側平歯車
１１６は、部分的にねじ切りされたロッド１０４に堅く取り付けられる。クランク１０８
の回転により、下側小歯車１１０が下側平歯車１１２を回転させ、これが縦長の上側小歯
車１１４を回転させ、それにより上側平歯車１１６およびロッド１０４が回転する。ロッ
ド１０４のねじ切り部分１０６は、上側プレート９４に対して、プレートを選択的に昇降
させるように作用し、それにより、様々な厚さを有する様々な磁気記憶媒体が通過するよ
うに磁石群１４と１６の間の間隙１８に作用する。
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【００２９】
　図９および１０に示される間隙調節の形態は、例示的なものであり、限定的なものでは
ない。本発明の他の実施形態に関して、オフセット形態、引力形態、および媒体経路に対
してある角度で設定された複数の群対など、同様の調節装置を提供することができる。間
隙調節装置を用いて、または用いずに、媒体経路に沿って本発明の様々な形態を互いに、
かつ従来技術と組み合わせることができる。
【００３０】
　同様に、多くの従来技術適用例を様々な実施形態と共に使用して、完全な記憶消去を達
成するのに必要な変化する磁場への磁気記憶媒体の十分な露出を行うことができる。上述
したように、磁気記憶媒体の記憶消去を試みる際、単に単一の磁場方向を通る単純な直線
媒体経路としても、媒体または磁場の回転と組み合わせられた磁場を通る２回のパスなど
、さらなる媒体磁場変化が必要であると通常、認識されている。そのような操作は、操作
者が行うことができ、あるいは当技術分野で知られている機構を使用して行うことができ
る。また、様々な機構が、磁気媒体経路にラスター走査のような運動を提供して、より小
さな磁場ボリュームへの媒体ボリュームの完全な磁気露出を達成することができる。
【００３１】
　またはこれに代えて、永久磁石群の２つ以上の対が、媒体経路２０に沿って方向を変え
る磁場を提供することができる。一実施形態において、磁石群の１対は、通常は間隙１８
に平行な方向に磁場を生成する図１の消磁装置のように、磁気側面が反発し合う状態で間
隙を挟んで鏡映になっており、別の対は、通常は間隙１８にわたって反対方向に２つの磁
場を生成する図１１の消磁装置のように、磁気側面が引き付け合うように配置された要素
を有する。図１１に、好ましい磁石要素とは異なる磁化の向きを有する基本永久磁石要素
を使用して引き付け合うように配置された１対の磁石群１１８および１２０を例示する。
図１および図６の実施形態と同様に、図１１に例示される構造は、セグメントを追加また
は除去すること、あるいは代替の永久磁石要素を用いた群の対を形成することを含めたい
くつかの方法で変更することができる。
【００３２】
　図１２は、図１１に例示される引き付け合う１対の群１１８および１２０に関する磁束
ベクトルをモデル化しており、間隙１８を横切って延びる強い磁束を示している。群１１
８および１２０は、ここでも、間隙１８の外側ではほぼ非磁性であり、自己遮蔽している
。５セグメント群１１８と１２０の対が間隙１８内で反対向きの２つの磁場を生成するこ
とを見ることができる。各磁場ピークの強度は１００００ガウスに近く、これは、反発し
合うように配置された群対と同様に、従来の磁気回路で実現可能な結果を超える大幅な進
歩である。磁性記憶媒体１２が、反発し合うように配置された磁石群対を通過する前また
は後に、引き付け合うように配置された磁石群対を通過すると、いくつかの種類の磁性記
憶媒体の記憶消去に必要な変化する磁場への露出が可能となる。
【００３３】
　図１３に例示される別の実施形態において、それぞれの奥行きが磁性記憶媒体１２のサ
イズの中間寸法の約１．４倍である、反発し合う磁性面を有する磁石群１２２および１２
４の２つの対が、媒体経路２０に沿って提供され、その経路に対して４５度であり、かつ
互いに対して９０度の磁場方向をもつように向けられて、磁石群を通して１回のパスで磁
気記憶媒体を記憶消去するのに十分な「１パス」構成を形成する。そのような配置は、経
路全体にわたる磁場の実効幅を、図１または図６のような実施形態で実現される幅の約７
０％まで低減する。それらの実施形態と異なり、図１３の実施形態は、最長寸法が運動方
向２０に位置合わせされた状態で、図示される向きで媒体１２を単一パスで処理するだけ
でよい。磁場方向は、２対の群１２２と１２４を通る経路２０に沿って９０度変化する。
ただ１対の群を有する実施形態は、通常２回のパスを必要とし、媒体１２の最長寸法が媒
体移動の方向２０に垂直な状態で、図１および図６に示される向きでの１回のパスを含む
。媒体配置限界１２６は、フリンジ効果が磁場の強度を弱める群１２２と１２４の対の端
部に明確に位置することを理解することができる。
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【００３４】
　この実施形態はさらに、クロスギャップ磁場（ｃｒｏｓｓ－ｇａｐ　ｍａｇｎｅｔｉｃ
　ｆｉｅｌｄ）を追加するように変更することができ、１回のパスで、媒体を回転せずに
水平および垂直ハードディスクドライブ媒体を記憶消去する「汎用（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
）」構成を形成する。例えば、図１３の構成に、図１１のような引き付け合う磁性面を有
する配列対のクロスギャップ磁場方向を追加して、１回のパスで、媒体を回転せずに水平
および垂直ハードディスクドライブ媒体を記憶消去する「汎用」構成を形成することがで
きる。そのようなマルチギャップの実施形態のすべての要素がハルバッハ状配列である必
要はないことに留意されたい。
【００３５】
　上述した実施形態に関して、本発明の精神および範囲から逸脱することなく様々な修正
、変更、および組合せをなすことができ、そのような修正、変更、および組合せは本発明
の概念の範囲内にあるものと考えられていることを当業者は理解できよう。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の特徴を実施する永久磁石バルク消磁装置の斜視図である。
【図２】矢印によって示される磁化の向きを有する正方形断面永久磁石要素のハルバッハ
配列の側面図である。
【図３】好ましい永久磁石要素の斜視図である。
【図４】図２の配列による磁石群対によって生成される磁場のモデルの側面図である。
【図５ａ】図４のａによる磁石群対の間の間隙に沿った磁束密度を示すグラフである。
【図５ｂ】図４のｂによる磁石群対の間の間隙に沿った磁束密度を示すグラフである。
【図６】本発明の特徴を実施する代替永久磁石バルク消磁装置の斜視図である。
【図７】従来技術永久磁石バルク消磁装置の斜視図である。
【図８】本発明の特徴を実施する代替永久磁石バルク消磁装置の側面図である。
【図９】永久磁石バルク消磁装置の様々な実施形態と共に使用するフレーム構造の斜視図
である。
【図１０】図９のフレーム構造の側面図である。
【図１１】本発明の特徴を実施する代替永久磁石バルク消磁装置の側面図である。
【図１２】図１１に示される磁石群対によって生成される磁場のモデルの側面図である。
【図１３】本発明の特徴を実施する代替永久磁石バルク消磁装置の上面図である。
【符号の説明】
【００３７】
１０　消磁装置
１２　磁気記憶媒体
９０　フレーム構造
９２　下側プレート
９４　上側プレート
９８　中間セクション
１０４　ロッドピラー
１１０　クランク
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【図９】
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【図１１】
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